
令和７年（２０２５年）１１月７日 

建 設 委 員 会 資 料 

都 市 基 盤 部 都 市 計 画 課 

 

 

 

令和７年度（２０２５年度）第２回中野区都市計画審議会について 

 

 

 標記の件について、下記のとおり開催したので報告する。 

 

 

記 

 

 

１ 開催日時 

  令和７年（２０２５年）１０月３１日（金）午前１０時００分から 

 

２ 開催場所 

  中野区役所６階 ６０４・６０５会議室 

 

３ 諮問事項 

 （１）東京都市計画生産緑地地区の変更について（中野区決定） 

 

 

 

 

 

                                   以 上 



令和 7 年 (2025 年 ) 10 月 31 日

都 市 計 画 審 議 会 資 料

都 市 基 盤 部 都 市 計 画 課

東京都市計画生産緑地地区の変更について（中野区決定）

 １ 変更概要

   区では、令和４年３月に施行した「中野区生産緑地地区の区域の規模に関する条件を

定める条例」により、区内の生産緑地地区の指定面積要件を 500㎡以上から 300㎡以上

に引き下げたところである。

今般、新たに生産緑地地区への指定申出があり、現地調査及び営農状況の調査を行っ

た結果、生産緑地法の目的である区内の良好な都市環境の形成に資するものであったこ

とから、東京都市計画生産緑地地区に地区番号２７（面積約 0.04ha）を新たに追加す

る。

２ 都市計画の案

○生産緑地地区の位置、番号及び面積

    地区番号２７ 中野区鷺宮四丁目地内（約４００㎡）

  ○区内の生産緑地全体の地区数と面積

   ７地区（約１．３１ｈａ） → ８地区（約１．３５ｈａ）

３ 当該生産緑地指定に関する経緯及び今後のスケジュール

令和７年７月１８日       生産緑地地区指定申出書の受理

７月～８月       産業振興課に新規指定に係る意見照会

               東京都知事協議、協議結果通知（意見なし）  

９月１０日       都市計画案の決定

９月１６日～９月３０日 都市計画案の公告・縦覧及び意見収集

               図書の縦覧者１名 意見書の提出１名

１０月３１日     中野区都市計画審議会（諮問）

１１月上旬        都市計画変更（告示）予定
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              東京都市計画生産緑地地区の変更（中野区決定）

 東京都市計画生産緑地地区を次のように変更する｡

第１ 種類および面積

    種      類      面    積

   生産緑地地区   約  １．３５ ha

第２  追加のみを行う位置および区域

名    称

位          置 追加面積 備    考番号 地区名

２７ 鷺宮 中野区鷺宮四丁目地内 約４００㎡ 区域の全部

計 １ 件 約４００㎡

 『区域は計画図表示のとおり』

   理  由

 農業との調整を図り、良好な都市環境の形成に資するため、市街化区域内に

おいて適正に管理されている農地等を追加する。
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                              新 旧 対 照 表

  番号
  変更前

       位      置
   変更内訳   変更後

    摘     要
  面    積   削  除   追  加   面    積

２７
－ 中野区鷺宮四丁目地内 約400㎡ 約400㎡ 新規

－

変  更

のない

地  区

計 7 件

計 13,135㎡

計 7 件

計13,135㎡

   計
    7 件

   13,135 ㎡

    8 件

13,535 ㎡ →1.35ha

 変更概要

    名    称              変        更        事        項

  生産緑地地区

１ 位置の変更 （新旧対照表のとおり）

２ 区域の変更 （計画図のとおり）

  ３ 面積の変更 7 件     →  8 件

約 1.31ha      →    約 1.35 ha
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東京都市計画生産緑地地区（地区番号㉗）　計画図（中野区決定）

今回追加を行う区域

縮尺　１：２，５００

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 1/2,500地形図（道路網図）を使用（承認番号：7都市基交測第24号）

して作成したものである。ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。

無断複製を禁ずる。

この地図の著作権は、東京都及び株式会社ミッドマップ東京に帰属する。

（承認番号）7都市基交測第24号、  令和7年5月8日

　　　　　     6都市基街都第264号、令和7年2月18日

凡例

既指定区域

⑦
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㉗
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意見書の要旨

東京都市計画生産緑地地区の変更に係る都市計画案を令和 7 年 9 月 16 日から令和 7 年 9 月 30 日まで公衆の縦覧に供したところ、都

市計画法第 17条第 2項の規定に基づき、1 通の意見書の提出があった。その意見の要旨は次のとおりである。

名称 意見書の要旨 中野区の見解

東京都市計画生産緑地地区 Ⅰ 賛成意見に関するもの

 今、日本中で緑地を広げる意識が高まっている中、中

野区内に生産緑地が増える事は歓迎すべき都市計画案

である。

Ⅱ 反対の意見に関するもの

なし

Ⅲ その他の意見に関するもの

 中野区の生産緑地地区を地図で見ると鷺宮に集中し

ている。

 条例にはないが、生産緑地地区となった後も区職員が

毎年現地に赴き確認している事を知り驚いている。素晴

らしい事だと思う。

Ⅰ 賛成意見に関するもの

 生産緑地地区は都市における農地の適正な保

全を図ることにより良好な都市環境の形成に資

するべきものと認識している。引き続き、良好な

都市環境の形成が図られるよう努めていく。

Ⅱ 反対の意見に関するもの

なし

Ⅲ その他の意見に関するもの

 引き続き、営農状況等の確認により、農地の適

正な保全に努めていく。
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